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フェア・ユースにおける市場の失敗理論と変容的利用の理論 

－日本著作権法の制限規定への示唆－ 

 

本論文は、著作権を制限する一般条項である米国著作権法 107条に規定されているフェア・ユ

ースの法理につき、米国における理論的な動向とエポック・メイキングな裁判例を紹介、分析し、

日本の著作権法の解釈論へと架橋することを試みる論文である。 

本論文は、米国においてフェア・ユースを正当化する理論として、フェア・ユースを市場の失

敗を治癒する法理として正当化する議論と、変容的利用として正当化する法理という 2 つの大き

な潮流があり、それに応じて要件論が異なりうることを指摘する。そのうえで、連邦最高裁判決

をはじめとして主たる裁判例を紹介し、二大潮流のいずれを強調するのかということに関しては

歴史的な変遷があることを明らかにする。そして、下級審を含めた包括的な実証研究が複数なさ

れているところ、従前は市場における著作権者の不利益の有無を重視する経済的なアプローチが

主流を占めていたが、最近では、変容的利用か否かということに焦点を当てる裁判例が増えてい

るという分析がなされつつあることを指摘する。そのうえで、本論文は、米国フェア・ユースの

理解としては、二大潮流のうちのいずれかに一元化するのではなく、そのまま二元的に把握する

ことが穏当な理解ではないかとして、米国法の研究を小括している。 

続けて、2012年にいわゆる日本版フェア・ユースの導入が挫折したことを受けて、日本著作権

法の下では、著作権の個別的な制限を解釈することで、穏当な帰結を目指すほかないが、その際

に、市場の失敗の治癒という視点と、変容的利用という観点は、いかなる根拠に基づいて著作権

を制限することができるのかということを明らかにするうえで、日本法にとっても有用なアプロ

ーチであるとする。これらの観点を日本法導入する手がかりとなる代表的な候補としては、市場

の失敗の治癒に関しては著作権法 30条 1項の私的複製、変容的利用に関しては同 32条 1項の引

用を列挙し、それぞれについて代表的な裁判例を紹介しながら運用のあり方を提言するほか、間

接侵害や自炊代行といった近時の重要な争点についても俯瞰して、具体的な解釈論を提示するこ

とを試みている。結論としては、変容的利用に関しては、引用規定の下にフェア・ユースの法理

を事実上、日本法に根付かせるべきことを提言することに結びつけられている。他方、市場の失

敗の治癒に関しては、私的録音録画補償金に代表されるような利益配分の仕組みを立法論的に志

向することをもって是としている。 

米国のフェア・ユースの法理に対する邦語文献の研究の歴史は浅く、ここ数年のいわゆる日本

版フェア・ユースの導入の動きを契機に急に簡便な紹介が頻繁になされるようになったという状

況にあった。そのようななか、本論文は、邦語文献として初めての本格的なフェア・ユースの研

究論文としての意義がある。単発的に知られるだけであったフェア・ユースの正当化理論を紹介

し、また近時、相次いでいる実証研究もふまえた分析をなしている。日本法の分析に関しても、

文献の渉猟が行き届いており、関連する多様な論点について一定の解釈論を打ち出すことに成功
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している。 

もっとも、米国法の分析に関しては、代表的な学説、文献、裁判例が要領よく紹介されている

が、フェア・ユースに関する豊富な文献をなるべく渉猟しようとするものではない。また、米国

のフェア・ユースの法理から得られた示唆は、抽象的な正当化根拠として日本の個別規定のあり

方を決めることに利用されてはいるものの、類似の具体的な事例に関しての日米比較がなされて

いれば、より論文に迫力が出たのではないかと思われる。 

このように本論文にはいくつかの課題が残されているが、簡潔な紹介は、米国のフェア・ユー

スの理論動向を読み手に分かりやすく伝えることに資するという側面があることも見逃せず、邦

語文献として初の本格的なフェア・ユース研究であることに鑑みても、審査委員全員の一致をも

って博士号取得に値すると判断した。 

 


